
雄武町図書館（雄武町栄町）
☎84－2404
10時～19時（火～金曜日）
10時～18時（土・日曜日）
休館日 月曜日・祝日
（火・日は12時～13時まで施錠）

図書館
情報

映画監督を夢見る青年・健司は、ある
嵐の夜、行きつけの映画館・ロマンス
劇場で一人の女性と出会う。彼女は健
司がずっと憧れていた映画のなかのお
姫様・美雪だった！２０１８年２月に
公開した同名映画のノベライズ作品。

ウッチョパス、それは世界一めずらしい
謎の生き物。なんと、その生き物がかん
たろうとアンちゃんの家の玄関前に段
ボールに入れて捨てられていた !? 決し
て食べ物を与えてはいけないというのだ
が…？

今月の新着図書 Newly-imported books

バカ論（ビートたけし）・銀河鉄道の父（門井慶
喜）・棲月（今野敏）・最後の晩ごはん 9（椹野道
流）・百年泥（石井遊佳）・カシス川（荻野アンナ）・
玄鳥さりて（葉室麟）・天翔ける（葉室麟）・琥珀
の夢 上下（伊集院静）・なぞとき（和田はつ子）・
残りの秋（今井絵美子）・げんげ（佐伯泰英）・風
神の手（道尾秀介）・遺すことば（青山文平ほか）・
広島電鉄殺人事件（西村京太郎）・るるぶ鹿児島’
18・るるぶ京都’19・るるぶ九州’19・るるぶ
石垣宮古竹富島西表島’19

小説名探偵コナン瞳の中の暗殺者（青山剛昌原
作）・おおはくちょうのそら（手島圭三郎）・あさ
えとちいさいいもうと（筒井頼子）・漫画君たち
はどう生きるか（吉野源三郎原作）・キジトラ猫
の小梅さん 17（ほしのなつみ）・うちのウッチョ
パスアニメだいずかん（のぶみ原作）・ぼくらの
山の学校（八束澄子）・動物と話せる少女リリアー
ネ 12 サバンナの女王！（タニヤ・シュテーブ
ナー）

新着図書（一般書）新着図書（一般書） 新着図書（児童書）新着図書（児童書）

今夜、ロマンス劇場で
宇山 佳佑/著

うちのウッチョパス
のぶみ /作

今月のおすすめ情報 Recommended information of this month

4 月 23 日の「子ども読書の日」に合わせ、『マンガで読書入門！』コーナーを設置します。スポーツ、歴史、
ミステリーなど、マンガにも様々なテーマがあり、文字だけでは難しい知識もマンガなら楽しく知ること
ができます。そして興味を持ったなら、もう一歩、踏み込んでみませんか？

展示期間 4 月 11 日㈬～ 5 月 23 日㈬
場 所 雄武町図書館
内 容 （１）マンガとオススメ関連図書の展示・貸出

（２）オススメＰＯＰづくり
※おもしろいと思った本について、

メッセージカードを使って自由に紹介してみましょう！

「子ども読書の日」企画展示 『マンガで読書入門！』を開催します

・加入する人 会社員・公務員に扶養されている配偶者（20 歳～ 60 歳）
・加入、変更手続き   配偶者の勤務先が年金事務所に届け出を行います。
・保険料の納め方 第 3 号被保険者の届け出により、自分で保険料を納める必要はありません。

国民年金は、国内に住所を有する 20 歳以上 60 歳未満のすべての人が加入するもので、老齢・障害・死
亡により基礎年金を受けることができます。

国民年金には、「第 1 号被保険者」「第２号被保険者」「第３号被保険者」の３種類があり、どの制度に加
入するかにより、保険料の納め方が異なります。

暮らしの

年金情報国民年金への加入と保険料

第１号被保険者

・加入する人 会社員・公務員（20 歳～ 65 歳）
・加入、変更手続き 勤務先が年金事務所に届け出を行います。
・保険料の納め方 給与や賞与から職場の年金制度保険料を納付。国民年金保険料の納付は不要。

第３号被保険者

学生納付特例制度により、30 年度に保険料納付を猶予されている人で、30 年度も引き続き在学予定の
人へ、３月末に基礎年金番号等が印字されたハガキ形式の学生納付特例申請書が送付されています。

同一の学校に在学されている人は、このハガキに必要事項を記入し返送することで、30 年度の申請がで
きます。（この場合、在学証明書または学生証の写しは不要） なお、30 年度は学生納付特例制度を利用せ
ず、保険料の納付を希望する場合は納付書を送付しますので、北見年金事務所国民年金課までお問い合わ
せください。

問北見年金事務所国民年金課 ☎ 0157 ‐ 25 ‐ 9635（自動音声案内２→２）
問住民生活課戸籍住民係

・加入する人 自営業・学生など （20 歳～ 60 歳）
・加入、変更手続き 住所地の市町村
・保険料の納め方 日本年金機構からの納付書で納付。※納められないときは、免除や納付猶予の制度あり
・30 年度保険料  16,340 円（月額）

第２号被保険者

国民年金保険料学生納付特例申請

※昭和 61 年 4 月以降の届け出忘れ期間をすべて承認してもらえます。

問北見年金事務所お客様相談室 ☎ 0157 ‐ 33 ‐ 6007（自動音声案内１→２）

日本年金機構におけるマイナンバーの利用について

28 年 11 月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第三条の二
の政令で定める日を定める政令（平成 28 年政令第 347 号）」が公布・施行されたことに伴い、日本年金機構
は、マイナンバー（個人番号）を利用して事務を行えることとなりました。

30 年３月５日からは、これまで基礎年金番号を記載していただいていた届書について、原則としてマイナ
ンバーを記入していただくこととなります。マイナンバーを利用することによって、これまで必要だった書類
の提出が不要になるなど、利便性が向上しますので、マイナンバーの記載にご協力をお願いします。

問北見年金事務所お客様相談室 ☎ 0157 ‐ 33 ‐ 6007（自動音声案内１→２）


